
　

産業廃棄物

　・紙くず <食品用ビン類> 　<その他> <実験用ガラス類>
　・生ゴミ
　・プラスチック製品 ・飲料ビン ・ガラス製品 　・実験用試薬ビン
　・食品トレー ・食品用ビン ・陶器類 　・実験用ガラス類
　・発泡スチロール ・金属くず
　・アルミ使用紙パック ・化粧品　容器ビン
　・ゴム製品
　・剪定枝、草、落ち葉

缶類専用フレコンに収納

缶類
月1回

<食品用缶類>

　・アルミ缶
　・スチール缶

一般廃棄物

集積所に
出せないゴミ

以下は、各部局等の定期回収等で対応するため、集積所には出さないこと。
　・蛍光管、乾電池
　・粗大ゴミ（最大辺50㎝以上）：　パソコン、プリンタ等の機器類、机、椅子、

　　キャビネット等の什器類，家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機）　など
　・実験廃棄物（実験系廃液、実験系固形廃棄物、動物実験系廃棄物等）は、環境安全管理室を
　　通じて処分を行う。環境安全管理室ウェブサイトを参照のこと。

留意事項等

(1)  割れてしまった陶器類、ガラス製品、鋭利なもの（刃物）は厚紙などに包み、赤で「危険」と明示のこと。

(2)　資源ゴミ（ペットボトル、食品用ビン類及び実験用ガラス類）は、所定のフレコン又は収納箱に分別収納のこと。

(3)　収納用フレコンや収納箱が不足した場合、その他、ゴミ集積所内に不具合が生じた場合には、清掃本部（５８７１）に連絡のこと。

(4)　ゴミ集積所の持ち込まれたゴミは、品目ごとに適切に分別、収納、整理・保管し、集積所の良好な維持管理に努めること。

シュレッター紙はゴミ袋
に、その他の古紙類はヒ

モで束ね、整理・保管

　分別・収納
イメージ

収納方法
　透明または半透明の

ビニール袋に収納
　食品用ビン類収納箱

（緑色）に収納
　透明または半透明の

ビニール袋に収納
実験用ガラス類収納箱

（黄色）に収納
　ペットボトル、キャップ

専用フレコンに収納

※最大辺50㎝未満
　のもの

※食品以外のビンは混ぜ
ないこと。

※洗浄済のもの

・食品用ビン類はリサクル資
源として活用されています。

※最大辺50㎝未満
　のもの

<　洗浄により水銀等の有害物が除
去できないものは、廃棄試薬または
有害固形廃棄物として、環境安全管
理室に処理申込手続きを行う。　>

・金属とプラスチックの
　混合品（小型電化製品
　など）

　・プリンター用紙

　・雑誌
　・ダンボール
　・シュレッター紙

週３回
（月・水・金曜日）

分別区分
(主要品目）

　・ペットボトル 　・新聞
　・ペットボトルキャップ

回収頻度 毎日
ビン類

週１回　水曜日

<その他>
週１回

※一部、産廃で回収有
月１回

週２回
（火・金曜日）

ゴミ集積所の廃棄物分別・保管マニュアル

リサイクル資源ゴミ

燃やせるゴミ（可燃） 燃やせないゴミ（不燃） 実験用ガラス類 ペットボトル類 古紙類


